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令和２年４月１０日

保護者 様

鹿沼市立北中学校長

新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業について（通知）

このことについて、市の「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」の決定を受け、下

記のとおり臨時休業となりますので、通知いたします。

記

１ 臨時休業期間について

令和２年４月１１日（土）～２２日（水）

＊ 臨時休業に当たり、ご心配な点がありましたら、学校までご相談ください

２ 子どもの居場所の確保について

◇ 学校での受け入れについて

・ 臨時休業中は、原則、家庭で過ごすことになりますが、生徒が自宅で一人で過

ごすことに対して心配なことがあれば、学校にご相談ください。生徒の受け入れ

等について対応を検討したいと思います。

《留意点》

・ 受け入れ時間については、学校の通常日課の範囲内とします。

（必要に応じて弁当を持参させてください）

・ 各自、自習ができる準備をお願いします。教員の学習指導等は行いません。

※ 臨時休業中につきましては、「日本スポーツ振興センター災害給付制度」（保険）

の適用外になりますので、ご了承願います。

３ 外出について

・ 臨時休業期間中の不要不急の外出は控えてください。特に、風邪の症状（喉の痛み、

咳が出る、発熱など）がある場合には、絶対に外出しないようにお願いします。

４ 家庭学習について

・ 毎日規則正しい生活を心がけ、家庭学習の時間を確保するようご指導ください。

（臨時休業期間中の課題一覧については、別紙のとおりです）

５ 運動・部活動について

・ 臨時休業期間中の部活動は中止します。

・ 健康の維持やストレスを解消するための日常的な運動（散歩、ジョギング、部活動

関わるトレーニング等）につきましては、感染のリスクを極力減らしながら、安全

な環境の下で行うようお願いします。

（部活動単位で集まることや大人数で集まって活動することはやめてください）

※ 校庭の使用については、人数や時間及び目的等を確認した上で許可しますので、事

前に学校までご相談ください。

６ その他

・ 授業日数の確保につきましては、夏季休業の短縮等も含め、鹿沼市教育委員会と連

携を図りながら、今後検討してまいります。

・ なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化していることから、

今後の対応について変更になる場合があることを承知願います。


